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１ 計画策定の考え方 
 
（１）整備計画策定の背景と趣旨 
   採種園は、昭和 32 年度から都道府県が整備してきており、その維持管理は当該都道

府県内の種苗生産の基幹となる事業である。 

   道では、造林用苗木の優良な種子（以下、「育種種子」という。）を生産するため、

昭和 34 年から道有採種園を整備してきたが、既存の採種園は、昭和 40 年代に造成さ

れたものがほとんどであり、約 50 年以上が経過しているため、種子の生産能力の低下

が懸念されている。 

   育種種子から生産された苗木は、成長性、病虫獣害への抵抗性、材質などが遺伝的に

優れており、育林経費の軽減や森林の持つ公益的機能の高度発揮、さらには木材として

付加価値の高い利用が期待できることから、育種種子の安定的な生産は極めて重要とな

っている。 

      このため、道では、平成 13 年（2001 年）に採種園の改良に係る具体的な整備・実

施体制等を内容とする「採種園の現状と整備に向けて（採種園整備長期計画）」を策定

し、採種園の適正な維持・管理及び改良を進め、育種種子の安定的な確保に努めてきた。 

   こうした中、平成 25 年（2013 年）に、「森林の間伐等の実施の促進に関する特別

措置法」（以下、「間伐等特措法」という。）が改正され、民間事業者等による成長等

に優れた種苗の母樹の増殖や採種園の整備が可能となったことから、道では、国・道・

民間が連携して北海道の森林づくりに必要な優良種子を安定的に確保するため、道内の

採種園の整備に関する基本的な方向性を示す「北海道採種園整備方針」（以下、「整備

方針」という。）を平成 27 年（2015 年）３月に策定し、「北海道森林づくり基本計

画」（以下、「基本計画」という。）の見直しに合わせて改定を行ったところである。 

令和 4 年（2022 年）３月、基本計画が改定され、これに伴い整備方針も改定され

たことから、将来にわたり育種種子を安定的に生産していくため、新たな整備方針やこ

れまでの調査研究の成果と知見等により設定した整備の基準に基づき、道有採種園の整

備内容を示す「道有採種園整備計画」を改定する。 

 
 
（２）他の計画との関連 

本計画は、基本計画及び整備方針を踏まえて策定するものであり、間伐等特措法に基

づき道が策定した「特定間伐等及び特定母樹の増殖の実施の促進に関する基本方針」と

の整合を図るものとする。 

 

 
（３）計画期間 

計画期間は、整備方針の期間に合わせて、令和４年度（2022 年度）から令和 23 年

度（2041 年度）までとする。また、計画の見直しについては、整備方針の見直しに合

わせて行うこととする。 
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２ 道有採種園の整備 

 
（１）整備の考え方 

道有採種園について、整備方針に基づき、地形や採種方法、気象条件・立地条件など

を考慮し、既存の採種園の機能向上・更新・改良等の取組を計画的に進めることとし、

国有採種園や民間採種園の樹種構成等を十分に踏まえ、スギ、グイマツ雑種Ｆ１、トド

マツ及びアカエゾマツ育種種子の比率の維持と、カラマツの育種種子の確保を図るた

め、樹種別の整備の考え方を次のとおり定める。 
なお、整備に当たっては、国立研究開発法人森林研究・整備機構森林総合研究所林木

育種センター北海道育種場（以下、「林木育種センター」という。）及び地方独立行政

法人北海道立総合研究機構森林研究本部林業試験場（以下、「林業試験場」という。）

の協力を得ながら実施する。 
 

ア スギ 

・ 着果を促進し、育種種子を安定的に生産するため、ジベレリン処理を原則３年

周期で実施するが、種子の備蓄量に応じて実施周期を変更するなどの対応を行

う。 

・ 従来型の採種園を更新する場合、準ミニチュア採種園に改良する。 

・ 準ミニチュア採種園については、母樹の更新を計画的に行う。更新に当たって

は、1.5 世代採種園＊1 に改良し、将来、新たに優良な品種・系統が選抜された

際には、積極的な導入を図ることとする。 

 

イ カラマツ類 

①共通 

・ 気象条件により採種が見込めない既存採種園については、トドマツに樹種転換

し、育種種子の生産量を確保する。 

・ 採種園を更新する場合は、特定母樹のほか、将来、新たに優良な品種・系統が選

抜された場合は、積極的な導入を図ることとする 

 

②カラマツ 

・ 育種種子の生産量を増加させるため、クリーンラーチを含むグイマツ雑種 F1 採

種園に植えられているカラマツからの積極的な採種に努める。 

・ 高齢化したカラマツ採種園については、種子不足に対応するため、積極的にグイ

マツ雑種Ｆ１に樹種転換を行う。 

 
③グイマツ雑種Ｆ１ 
・ 採種園を更新する場合、生産される種子の雑種率を高めるよう、単一なクロー

ンのグイマツ母樹を列条に配置する採種園に改良する。 
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ウ トドマツ 

・ 生育する地域による遺伝的な差異を踏まえ全道５地域に区分した「需給地域区

分」を基本として、各地域に適した苗木の供給が可能となるよう取り組む。 

・ 採種園の機能向上を図り、種子の生産量を増やすため、高齢化・高木化し、母

樹が混み合った採種園について、受光伐を行う。 

・ 採種園を更新する場合、採種園が所在する地域への種子の供給を基本とする。た

だし、新冠採種園のように十分な面積を確保できる場合は、集約的に採種園を整

備することとし、複数の地域向けの種子を生産する。更新に当たっては、1.5 世

代採種園に改良し、特定母樹のほか、将来、新たに優良な品種・系統が選抜され

た場合は、積極的な導入を図ることとする。 

 

エ アカエゾマツ 

・ 生育する地域による遺伝的な差異を踏まえ全道２地域に区分した「需給地域区

分」を基本として、各地域に適した苗木の供給が可能となるよう取り組む。 

・ 採種園の機能向上を図り、種子の生産量を増やすため、高齢化・高木化し、母

樹が混み合った採種園について、受光伐を行う。 

・ 採種園の更新に当たり、将来、新たに優良な品種・系統が選抜された場合は、

積極的な導入を図ることとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊１ 1.5 世代採種園 

次代検定林の形質調査（成長性や材質等）の結果に基づき、 

① 優良な個体を作る親個体だけを選び出し、そのクローンを植栽する方法 

② 既存採種園から不良な個体を作る親個体を除去する方法で、遺伝的により優れた

種子が生産できるよう整備した採種園 
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（２）道有採種園の現況 

■ 各採種園の現状と課題（表－３） 

 

振興局 所在地 採種園名 樹種 
採種園 
面積 

現状と課題 

オホーツク 訓子府町 訓子府 

カラマツ 
クリーンラーチ 
グイＦ１ 

 
44.85  

○ カラマツ類、アカエゾマツ、トドマツ採種園として、昭和３６年度 
 から造成を開始。 

○ 平坦な地形が多く、高所作業車による採種が可能で、全て  
の樹種で採種されており、道有採種園の主力となっている。 

○ 既存カラマツ採種園をグイマツ雑種 F1(クリーンラーチ含む)採 
  種園に改良しており、花粉木として残されている高齢化したカ 

ラマツ精英樹の計画的な更新が必要。 

アカエゾマツ 8.48 

トドマツ 7.36 

小計 60.69 

釧路 浜中町 北の沢 
 
グイＦ１ 

 
2.08 

○ グイマツ採種園として、昭和４９年に造成。現在はグイマツ雑
種Ｆ１採種園。 

○ 日照不足などの気象条件によりグイマツ雑種Ｆ１種子の採種が
見込めないため、トドマツに樹種転換が必要。 

後志 ニセコ町 ニセコ 
カラマツ 
グイＦ１ 

3.18 
○ カラマツ類採種園として、平成２５年から２７年に造成。 

 種子生産まで、今後１０年程度の育成期間が必要。 

日高 新冠町 新冠 

グイＦ１ 3.84 ○ カラマツ類、トドマツ採種園として、昭和３７年から造成。 
○ 日照不足などの気象条件によりカラマツとグイマツ雑種Ｆ１種

子の採種が見込めないため、トドマツに樹種転換が必要。 
○ トドマツは高齢化により種子の生産能力の低下が懸念。 
 

カラマツ 15.52 

トドマツ 62.08 

小計 81.44 

空知 

滝川市 江部乙 

カラマツ 
クリーンラーチ 

3.52  
○ カラマツ採種園として、昭和３４年から３７年に造成。 

 平成２４年に一部をクリーンラーチ採種園として更新。 
 種子生産まで、今後１０年程度の育成期間が必要。 

カラマツ 
グイＦ１ 

3.20 
○ カラマツ類採種園として、昭和３４年から４６年に造成。 
○ 一部については、高木化等により種子の採種が見込めない。 
○ 保安林の指定施業要件により更新に制約がある。 

小計 6.72 

赤平市 住吉 
カラマツ 
グイＦ１ 

4.64 

○ カラマツ採種園として、昭和３５年、３６年に造成。 
 平成２３年、２４年にグイマツ雑種Ｆ１採種園として更新。採種 
 実績なし。 

○ 路網の崩壊や野鼠被害などが発生していることを踏まえて整
備を実施。 

渡島 松前町 大沢 

スギ 4.60 

○ スギ採種園として、昭和３７、３８年に造成。 
○ 道内のスギ種子の全量を本採種園から採種。 
○ ジベレリンによる着花促進により、原則 3 年毎に種子を採種。 

トドマツ 2.76 
○ トドマツ採種園として、平成２９年から造成。種子生産まで、今 

 後１５年程度の育成期間が必要。 
○ シカ等による獣害が発生しており、対策が必要。 

小計 7.36 

上川 中川町 中川 グイＦ１ 2.00 

○ グイマツ採種園として、昭和４６年，４７年に造成。現在はグイ
マツ雑種Ｆ１採種園。 

○ 平坦な地形が多く、高所作業車による採種が可能。 

十勝 大樹町 大樹 トドマツ 3.00 
○ トドマツ採種園として、令和元年から造成。種子生産まで、 今 

 後 20 年程度の育成期間が必要。 
 

計 ９箇所 
 

171.11 
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（３）整備の基準 
既存の道有採種園のうち、次の基準のいずれかに該当するものについては、今後、整

備は行わない。 

(ｱ) 日照時間や降水量などの気象条件が適していないことなどにより、種子の結実

や採種が見込めない採種園。ただし、樹種転換が可能な場合は除く。 

(ｲ) 法令等から更新が困難な採種園。 

(ｳ) 地形やアクセスが悪く、高所作業車による採種が見込めない採種園。 

 

 

■整備の基準に基づき、整備しない採種園（表－４） 

 

 

■樹種別の内訳（表－５） 

 

 

 

（４）各採種園の整備内容 

各採種園の整備内容は別紙１のとおりとする。 

  

採種園名 樹種 整備の基準 整備しない面積 

新冠 

 
グイＦ１ (ｱ) (ｲ) 

・気象条件不適 
・種子の結実や採種が見込めない 3.84 

トドマツ (ｳ) 
・飛び地でアクセス不良 

4.96 

江部乙 
カラマツ 
グイＦ１ 

(ｱ) (ｲ) 
・高木化により採種が見込めない 
・法令等から更新困難 

3.20 

合計  
  

12.00 

樹 種 
採種園面積 

（全面積） 

  

整備しない 

面積 

整備対象 

面積 

樹種転換 

面積 

樹種転換後 

整備対象面積 

 

R23 採種 

可能面積 

スギ 4.60 0 4.60 0 4.60 2.82 

カラマツ類 82.83 -7.04 75.79 -17.60 58.19 48.83 

トドマツ 75.20 -4.96 70.24 17.60 87.84 42.56 

アカエゾマツ 8.48 0 8.48 0 8.48 8.48 

合 計 171.11 -12.00 159.11 0 159.11 102.69 

（単位：ha）

（単位：ha）
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（５）整備の実施体制 

ア 実施体制 

     育種種子を安定的に生産していくため、林木育種センター、林業試験場と協力し

ながら、採種園の整備を実施する。   

 

イ 役割分担 

各機関名 内   容 

水産林務部林務局森林整備課 優良種苗の生産に係る事業の計画、実施の総括 

・道有採種園の運営に関する全体調整 

・整備計画の実行管理 

水産林務部森林環境局道有林課 道有採種園の整備・維持に係る調整 

各（総合）振興局森林室 

（森林整備課） 
採種園の整備、維持に係る技術協力 

林木育種センター 原種の供給、技術の指導、育種研究成果の情報提供 

林業試験場 技術の指導、育種研究成果の情報提供 

 

 

３ 整備方針における最低限確保すべき採種園の規模と道内の採種園面積との関連 
   令和 23 年度（2041 年度）において最低限確保すべき採種園の規模について、道有

採種園の整備を計画的に実施することにより、民間採種園と国有採種園を合わせて確保

し、令和 23 年度に見込まれる植林面積に必要な苗木数量の供給を図ることとする（表

－6）。 

 

■ 道有採種園整備後の道内採種園面積（表－６） 

 

樹  種 

整備方針 

Ｒ23 

 
道有採種園 民間採種園 

 
国有採種園 

 合計

面積 

見込まれる 

植林面積 

確保すべき 

採種園の規模 
現状 R23 現状 R23 現状 R23 R23 

スギ  200 2 2 ３ － － 0 0 ３ 

カラマツ類*1 6,460 81 38 49 0 35 12 12 96 

 うち CL 2,333 41  8 12 0 35  1 1  47 

トドマツ 5,530 108  6 43 － －  65 65  108 

アカエゾマツ 1,000 19 5 8 － － 16 16 24 

計*2 13,190 210 52 103 0 35 93 93 231 

＊1 カラマツ、グイマツ雑種 F１等を含む。 

＊2 四捨五入の関係で計が一致しない場合がある。 

＊3 現状は、直近 10 カ年で採種実績のある採種園面積。 

＊4 R23 は、採種が見込める採種園面積。 

 

  



別紙１

採種園名

（市町村） NO 樹種 面積 地拵 植栽 保育
伐採・受

光伐
ジベレリ
ン処理

スコアリ
ング等

訓子府 1 2.88 ○ ○ ○

（訓子府町） 2 5.92 ○ ○ ○

3 5.76 ○ ○ ○

4 3.52 ○ ○ ○

5 4.16 ○ ○ ○

6 1.60 ○ ○ ○

7 1.12 ○ ○ ○

9 4.96 ○ ○ ○ ○

10 3.84 ○ ○ ○ ○

11 2.72 ○ ○ ○ ○ ○

23 3.04 ○ ○ ○ ○

25 1.63 ○ ○

26 3.70 ○ ○ ○

44.85

8 3.04 ○
13 1.76 ○ ○ ○ ○
18 1.44 ○ ○ ○ ○
20 1.12 ○
22 1.12 ○

8.48

15 2.08 ○
17 1.12 ○
19 1.28 ○
21 1.12 ○
24 1.76

7.36

60.69

北の沢 1 0.48 ○ ○ ○ ○

（浜中町） 2 1.60 ○ ○ ○ ○

2.08

 ニセコ 1 1.41 ○ ○
(ニセコ町) 2 1.77 ○ ○

3.18

江部乙 3 1.60 ○

（滝川市） 4 0.96 ○

5 0.96 ○

3.52

・継続して保育等を実施

カラマツ
類

合　　　計

各採種園の整備内容（採種園別・ブロック別）

合　　　計

①９～１０、２５ブロックについては、植栽まもなく継続的な保育が必要。
　・１１ブロックはＲ５に更新

②１～５、２３ブロックについては、現在、種子の採種が可能な箇所であるため、
継続的な保育と種子結実促進処理を行うほか、他のカラマツ類採種園の採種状況を考慮して更
新
　・２３ブロックはＲ８、Ｒ１７の２回に分けて更新

③２６ブロックは、Ｒ１から継続して更新を行い、Ｒ６で植付が完了。
　引き続き、継続的な保育が必要

ブロック別

①１３、１８ブロックはＲ１８に更新。

アカエゾ
マツ

整備内容

①１５、１７、１９、２１ブロックは、高所作業車用の道の整備を兼ねた受光伐を実施
②２４ブロックは、現状を維持

・グイマツ雑種Ｆ１採種園からトドマツ採種園に樹種転換を行い整備（トドマツ根釧）
（Ｒ９～１０に更新）

合　　　計

・継続して保育等を実施

合　　　計

カラマツ
類

カラマツ
類

カラマツ
類

作業種

トドマツ



採種園名

（市町村） NO 樹種 面積 地拵 植栽 保育
伐採・受

光伐
ジベレリ
ン処理

スコアリ
ング等

住吉 1 4.64

（赤平市）

4.64

新冠 1 1.92 ○

（新冠町） 5 3.04 ○

9 1.12 ○

12 0.96 ○ ○ ○ ○

13 1.44 ○

14 1.44 ○

15 1.92 ○

16 3.20 ○
17～44 40.48 ○

S1 0.80 ○ ○ ○

S2 0.80 ○ ○ ○

57.12

2 0.96 ○ ○ ○ ○

3 2.72 ○ ○ ○ ○

4 2.56

6 3.84 ○ ○ ○ ○

7 2.56

8 2.88

15.52

72.64

大沢 A 1.00 ○ ○ ○ ○ ○

（松前町） B 0.88 ○

C 0.90 ○

E 1.17 ○ ○

4 0.65 ○ ○ ○ ○ ○

4.60

1 0.58 ○

2 0.58 ○

3 1.60 ○ ○ ○

2.76

7.36

中川 1 0.70 ○ ○

（中川町） 2 1.30 ○ ○

2.00

大樹 新 トドマツ 3.00 ○ ○ ○ ○ ・Ｒ０４～Ｒ０７に母樹を植付する

159.11

①１ブロック、２ブロックの一部はＨ２９に造成したので保育等を継続
②２ブロックの一部、３ブロックは、Ｒ３０に造成（トドマツ西南太平洋）トドマツ

・継続して保育等を実施

ブロック別

カラマツ
類

合　　　計

トドマツ

①トドマツのブロックは、高齢化する母樹の更新を計画的に行うこととする
  ・1ブロック（トドマツ根釧）
  ・５ブロック（トドマツ西南部太平洋）
　・９ブロック（トドマツ根釧）
　・１２ブロックはＲ１７～１８に更新（トドマツ西南部太平洋）
　・１３、１６ブロック（トドマツ西南部日本海）
　・１４，１５ブロック（トドマツ中部）
　・Ｓ１ブロック、Ｓ２ブロックは、Ｒ１６に更新（トドマツ中部）

②トドマツの結実促進を図るため受光伐を行うこととする

①カラマツ類はトドマツに樹種転換を図る
　・２ブロックは、Ｒ１９に更新（トドマツ根釧）
　・３ブロックは、Ｒ２１から２５に更新（トドマツ東部）
　・４ブロックは、Ｒ２７から２９に更新（トドマツ東部）
　・６ブロックは、Ｒ１１から１４に更新（トドマツ西南太平洋）
　・７ブロックは、Ｒ３４以降に更新（トドマツ東部）
　・８ブロックは、Ｒ３１～３４に更新（トドマツ東部）
　

作業種

①４ブロックは、準ミニチュア採種園をＲ１６に更新
②Ｅブロックは、保育及びジベレリン処理・樹形改良を継続的に実施
③Ａブロックは、準ミニチュア採種園をＲ１４に更新
④Ｂ、Ｃブロックは、Ｒ３４に樹種転換を図る更新（トドマツ西南部日本海）
⑤４ブロック及びＡブロックのクローン構成はＥブロックと同様とする

整備内容

合　　　計

・路網の決壊等で修復が必要
・状況に応じ整備方法を検討

合　　　計

合　　　計

合　　　計

カラマツ
類

カラマツ
類

スギ


